
 (１)　市民　４人以内
 (２)　学識経験者　２人以内
 (３)　市内で事業を営む者　４人以内
 (４)　市内のリサイクル推進団体が推薦する者　４人以内
 (５)　市職員　１人
◆任期　 令和６年８月１日から令和８年７月３１日まで

条例上の位置付 氏名

1 市民 安塚
やすづか

　綾子
あやこ

2 市民 森下
もりした

　純一
じゅんいち

3 市民 新野
にいの

　緒
はじめ

4 市民 村
むら

門
かど

　佐知子
さちこ

5 学識経験者（会長） 江尻
えじり

　京子
きょうこ

6 学識経験者（副会長） 山下
やました

　英俊
ひでとし

7 市内で事業を営む者 蟻坂
ありさか

　杏子
きょうこ

8 市内で事業を営む者 永川
ながかわ

　孝一
こういち

9 市内で事業を営む者 杉崎
すぎさき

　吉則
よしのり

10 市内で事業を営む者 井手
いで

　和義
かずよし

11 市内のリサイクル推進団体が推薦する者 岡本
おかもと

　伸重
のぶしげ

12 市内のリサイクル推進団体が推薦する者 佐藤
さとう

　翔一
しょういち

13 市内のリサイクル推進団体が推薦する者 佐々木
ささき

　謙一
けんいち

市内のリサイクル推進団体が推薦する者 欠員

14 市職員 窪田
くぼた

　秀文
ひでふみ

調布市廃棄物減量及び再利用促進審議会委員名簿（第1１期）

◆調布市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例第７４条：審議会は，次の各号に掲
げる者のうちから市長が委嘱し，又は任命する委員１５人以内をもって組織する。


